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定款の一部変更に関するお知らせ 
 

 当社は、平成27 年2 月13 日開催の取締役会において、平成27 年3 月24 日開催予定の第43 期定時株主

総会に、定款の一部変更の件について付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたしま

す。 

 

記 

 

１．定款変更の目的 

 定款第 5 条については、インターネットの普及による利便性向上及び公告手続き合理化のため、電子公

告によることを追加するものであります。また第 22 条については取締役会の開催を機動的にするため、招

集のための通知期間短縮を図る目的であります。 

 

２．定款変更の内容 

 変更の内容は次の通りであります。 

（下線部分は変更箇所） 

現 行 定 款 変 更 案 
  
第1条～第5条 （条文省略） 
 
（公告の方法） 
第5条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載す

る。 
 
 
 
 
第6条～第21条 （条文省略） 
 
（取締役会の招集通知） 
第22条 取締役会の招集通知は、会日の7日前ま

でに各取締役および各監査役に対して
発する。ただし、緊急の必要があるとき
は、この期間を短縮することができる。

２． （条文省略） 
 
第23条～第38条 （条文省略） 

 

第1条～第5条 （現行どおり） 
 
（公告の方法） 
第5条 当会社の公告は、電子公告により行う。

ただし、事故やその他やむを得ない事由
によって電子公告によることができな
い場合は、日本経済新聞に掲載してこれ
を行う。 

 
第6条～第21条 （現行どおり） 
 
（取締役会の招集通知） 
第22条 取締役会の招集通知は、会日の3日前ま

でに各取締役および各監査役に対して
発する。ただし、緊急の必要があるとき
は、この期間を短縮することができる。

２． （現行どおり） 
 
第23条～第38条 （現行どおり） 

 

 

３．日程 

  定款変更のための株主総会開催日    平成 27 年 3 月 24 日（火曜日） 

  定款変更の効力発生日     平成 27 年 3 月 24 日（火曜日） 

 

以上 


